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今年度75歳になるかた・75歳以上のかたへ
後期高齢者医療制度のおしらせ

1期  7月31日㈭ 5期 12月　1日㈪
2期  9月　1日㈪ 6期 12月25日㈭
3期  9月30日㈫ 7期 令和8年2月2日㈪
4期  10月31日㈮ 8期 令和8年3月2日㈪

次の場合保険料が軽減されます
①同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和7年中の総所得金額などの合計額が基準以下の場合

②後期高齢者医療保険に加入する前日に被用者保険（協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険）
の被扶養者であった場合

問合せ 　保険年金課後期高齢者医療担当

均等割額

所得割額

5割軽減（後期高齢者医療保険に加入してから2年を経過する月まで）
※①の表に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

かかりません（負担なし）

後期高齢者医療保険に加入しているかたへ後期高齢者医療保険に加入しているかたへ
新しい資格確認書または資格情報のお知らせを7月中旬に送付します

　現在お使いの資格確認書の有効期限は、7月31日㈮です。8月1日㈯以降は、新しい資格確認書または資
格情報のお知らせをお使いください。

保険料が改正されます
　令和8・9年度の医療分の保険料率は、均等割額が52,370円、所得割率が9.49％となります。また、
保険医療制度全体で新設された子ども支援分（子ども・子育て支援納付金分）の保険料率は、均等割額が
1,330円、所得割率が0.25％となります。

国民健康保険に加入しているかたへ国民健康保険に加入しているかたへ
■新しい資格確認書または資格情報の
　お知らせを7月中旬に送付します
　新しい「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」をお送りし
ます。なお、有効期限の記載がない「資格情報のお知らせ」は、
来年度以降新しいものは送付しません。今回お手元に届い
たものをたいせつに保管してください。

■「限度額適用・標準負担額減額認定証」
　「限度額適用認定証」の更新をお願いします
　8月以降も認定証が必要なかたは、更新手続き（7月24日㈮
受付開始）が必要です。
※世帯に所得の申告をしていないかた（16歳未満を除く。）がいる場合や、国保税を滞納して
いる場合などは、交付されない場合があります。　

※マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

■年金天引き（特別徴収）により納付するかたへ
　令和7年10月2日～令和8年4月1日に65歳になり、要件を
満たす場合は、10月から年金天引きが開始されます。
　口座振替を希望の場合は、窓口で申請してください（納付
状況により変更できない場合があります。納付書払いへの変
更はできません。）。

■今年度75歳になるかたへ
　国保税及び後期高齢者医療保険料は、あら
かじめ月割で計算しています。重複することは
ありません。
　なお、後期高齢者医療保険料の通知は、75歳の誕生日
以降に送付されます。

■今月から納付がはじまります
　7月中旬に「令和8年度国民健康保険税納税通知書」をお送りします。国保税は、皆さんの医療費に充てる国保の大切な財源です。納期限内の納付をお願いします。

■令和８年度保険税率
　令和８年度の保険税率などは、次のとおりです。今年度から、新たに子ども支援分（子ども・子育て支援納付金分）が追加されます。

所得割額
均等割額
限度額

医療分

7.37％
40,100円
67０,000円

後期支援分

2.58％
15,700円
26０,000円

介護分

2.25％
15,800円
17０,000円

子ども支援分

0.29％
1,806円
3０,000円

子ども支援分
（１８歳以上）

103円

均等割額
軽減割合 軽減判定基準

7割（医療分は7.2割）
5割 430,000円+310,000円×被保険者数+100,000円×（年金・給与所得者の数－1）以下

430,000円+570,000円×被保険者数+100,000円×（年金・給与所得者の数－1）以下2割

430,000円+100,000円×（年金・給与所得者の数－1）以下

国民年金第1号被保険者の独自給付国民年金第1号被保険者の独自給付
ご存じですか？

　国民年金には、第１号被保険者に対する独自の給付があります。

　月額400円の付加保険料を追加して納める
と、65歳からの老齢基礎年金と併せて受給で
きます。

①付加年金

金額（年額）　200円×付加保険料を納めた月数

　保険料を納めた期間（免除期間を含む。）が
10年以上ある夫が亡くなった場合に、10年
以上婚姻関係が継続していて、夫によって生
計を維持されていた妻に60歳から65歳まで
の間支給されます。

②寡婦年金

金額　夫の第1号被保険者期間に基づいて
　　　計算された老齢基礎年金額の4分の3

問合せ 　春日部年金事務所
☎048（737）7112
保険年金課国民年金担当

▲
詳細はこちら

問合せ 　高齢介護課介護保険管理担当 

～ 皆さんの保険料は
　　 貴重な財源です ～みんなでささえる 介 護 保 険介 護 保 険

介護保険制度とは
　高齢者の介護を社会全体で支えるためのしくみで、保険者は白岡市です。

65歳以上のかたの令和8年度の介護保険料
　4月1日現在の世帯の市民税課税状況や本人の所得などに応じて決定し、７月
中旬に納付通知書を送付します。

■介護保険の財源の内訳

23%

27%

50%
公費（税金）
国 25.0％
県 12.5％
市 12.5％

65歳以上の
かたの保険料

40～64歳の
かたの保険料

保険料の納付は、口座振替が便利です
（ペイジー口座振替受付サービス）

介護保険料の納め方
納　め　方 対　象　者 納　　期

年金天引き
（特別徴収）

●老齢基礎年金などの受給額が、年額180,000円以上の
　かた

納付書または口座振替
（普通徴収）

●老齢基礎年金などの受給額が、年額180,000円未満の
　かた（未受給のかたも含む。）
●年度途中に年金受給者になったかた
●年度途中に65歳になったかた
●年度途中に他市区町村から転入されたかた

７月～翌年２月の月末（年８回）
※12月のみ25日
※納期限が土・日曜日、祝日の場合は、
　翌営業日

年金の支払い日（年6回・偶数月）
※４・６月は前年度２月の保険料と同
　額です。

▲
詳細はこちら

【申込み】

【取扱金融機関】

高齢介護課窓口に、キャッシュカードと本人確認がで
きるもの（マイナンバーカード、運転免許証など）を
お持ちください。

埼玉りそな銀行、りそな銀行、三井住友
銀行、足利銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信
用金庫、中央 労働金庫、三菱UFJ銀行、ゆ
うちょ銀行、南彩農業協同組合

納期限内の納付をお願いします
●１年以上滞納すると　介護サービス費用は、全額自己負担と
なり、申請により保険給付分が払い戻されます。
●１年６か月以上滞納すると　保険給付費が差し止められ、滞
納分の保険料に充てられます。
●２年以上滞納すると　保険料を遡って納められなくなり、
サービス費用の自己負担が引き上げられます。また、一定の
負担額を超えた場合の払い戻し（高額介護サービス費の支
給）が受けられなくなります。

　保険料を納めた月数が36月以上あるかた
が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しな
いまま亡くなった場合、亡くなったかたと生
計を同一にしていた遺族に支給されます。 

③死亡一時金

金額　保険料を納めた月数に応じた額
　　　（120,000円～320,000円）
※付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、8,500円加算
※遺族基礎年金を受けられる場合は、支給不可
※寡婦年金を受けられる場合は、どちらかを選択

■所得の少ない世帯への軽減
　一定の所得以下の世帯に対して、均等割額が軽減されます。令和８年度の軽減判定所得は、次のとおりです。

均等割額
軽減割合

７割
５割
２割

軽減判定基準
４３０,000円＋１0０,000円×（給与所得者等の数（※１）－１）以下
４３０,000円＋３１０,000円×被保険者等の数（※２）＋１0０,000円×（給与所得者等の数（※１）－１）以下
４３０,000円＋５７０,000円×被保険者等の数（※２）＋１0０,000円×（給与所得者等の数（※１）－１）以下

※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けるかた　※2 同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療保険に移行したかたを含む

問合せ 　保険年金課国民健康保険担当

7市役所☎０４８０（９２）１１１１


